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佐
賀
県
市
町
総
合
事
務
組
合
規
則 

第
三
号 

    
    

佐
賀
県
市
町

佐
賀
県
市
町

佐
賀
県
市
町

佐
賀
県
市
町
会
館
会
館
会
館
会
館
のののの
設
置
及

設
置
及

設
置
及

設
置
及
びびびび
管
理
管
理
管
理
管
理
にににに
関関関関
す
る
す
る
す
る
す
る
条
例
条
例
条
例
条
例
施
行
規
則

施
行
規
則

施
行
規
則

施
行
規
則    

 

（趣
旨
） 

第

一
条 

こ
の
規
則
は
、
佐
賀
県
市
町
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

（令
和
三
年
佐
賀
県
市
町
総

合
事
務
組
合
条
例
第

一
号
。
以
下

「条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

（会
館
の
範
囲
） 

第
二
条 

会
館
の
範
囲
は
、事
務
及
び
事
業
の
用
に
供
す
る
建
物
並
び
に
こ
れ
に
附
帯
す
る
工
作
物
そ
の
他

の
施
設
並
び
に
こ
れ
ら
の
敷
地
と
す
る
。 

（会
館
管
理
の
基
本
原
則
） 

第
三
条 

会
館
は
、
佐
賀
県
市
町
総
合
事
務
組
合
管
理
者

（以
下

「管
理
者
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
属
す

る
も
の
と
し
、
管
理
者
は
、
会
館
の
保
全
と
秩
序
の
維
持
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

会
館
に
入
ろ
う
と
す
る
者
は
、
会
館
内
に
お
け
る
事
務
及
び
事
業
の
遂
行
を
阻
害
し
、
又
は
他
の
者

に
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
な
い
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（休
館
日
） 

第
四
条 

会
館
の
休
館
日
は
、
次
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。 

一 

日
曜
日
及
び
土
曜
日 

二 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日 

三 
 

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

（前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
館
を
臨
時
に
開
館 

 

し
、
又
は
休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（会
議
室
の
使
用
許
可
） 

第
五
条 

会
議
室
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
佐
賀
県
市
町
会
館
会
議
室
予
約
シ
ス
テ
ム

（以
下

「会
議

室
予
約
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
の
申
請
を
行
い
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
会
議
室
使
用
許
可
申
請
書

（様
式
第

一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
許
可
は
、
会
議
室
予
約
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り

難
い
場
合
は
、
申
請
者
に
対
し
、
会
議
室
使
用
許
可
書

（様
式
第
二
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

管
理
者
は
、
条
例
第
四
条
第
二
項
の
条
件
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
違
反
事
項
の
是
正
を
命
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
管
理
者
は
、
許
可
条
件
を
変
更
し
、
又
は
許
可
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。 
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５ 

会
議
室
予
約
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。 

（申
請
の
取
下
げ
又
は
変
更
） 

第
六
条 
会
議
室
の
使
用
許
可
を
受
け
た
者

（以
下

「使
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
第

一
項
の
許
可

を
受
け
た
後
に
、
こ
れ
を
取
り
下
げ
、
又
は
申
請
内
容
を
変
更
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
会
議
室
予
約
シ

ス
テ
ム
に
よ
り
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
書
面

に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（使
用
者
の
遵
守
事
項
） 

第
七
条 

使
用
者
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

   

一  

善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
会
館
及
び
会
館
内
の
備
品
等

（以
下

「会
館
等
」
と
い
う
。
）
を

使
用
す
る
こ
と
。 

   

二 

使
用
許
可
の
目
的
以
外
の
用
に
供
さ
な
い
こ
と
。 

   

三 

許
可
以
外
の
設
備
又
は
工
作
物
を
設
け
な
い
こ
と
。 

   

四 

使
用
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
会
館
等
を
汚
損
し
、
毀
損
し
、
又
は
滅
失
そ
の
他
の
行
為

に
よ
り
、
会
館
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
。 

   

五 

そ
の
他
管
理
者
が
指
示
す
る
事
項 

（使
用
権
譲
渡
等
の
制
限
） 

第
八
条 

使
用
者
は
、
会
議
室
を
使
用
す
る
権
利
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
転
貸
す
る
こ
と
が
で
き
な 

い
。 （使

用
料
の
納
付
） 

第
九
条 

使
用
者
は
、
条
例
第
六
条
に
定
め
る
使
用
料
を
使
用
日
の
七
日
前
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（使
用
料
の
減
免
） 

第
十
条 

管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使

用
料
の
一
部
を
減
額
し
、
又
は
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一  

佐
賀
県
内
の
市
町
、
佐
賀
県
市
長
会
、
佐
賀
県
町
村
会
、
佐
賀
県
市
議
会
議
長
会
、
佐
賀
県
町
村
議 

会
議
長
会
、
公
益
財
団
法
人
佐
賀
県
市
町
村
振
興
協
会
又
は
佐
賀
県
が
、
市
町
職
員
を
対
象
と
し
た
研 

修
に
使
用
す
る
と
き
。 

二 
 

佐
賀
県
市
長
会
、
佐
賀
県
町
村
会
、
佐
賀
県
市
議
会
議
長
会
又
は
佐
賀
県
町
村
議
会
議
長
会
が
主
催 

す
る
会
議
、
説
明
会
、
講
演
会
、
セ
ミ
ナ
ー
等

（以
下

「会
議
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
す
る
と
き
。 

 
 

三 

入
館
団
体

（前
号
に
掲
げ
る
団
体
を
除
く
。
）
が
主
催
す
る
会
議
等
に
使
用
す
る
と
き
。 

 
 

四 

国
又
は
佐
賀
県
が
市
町
を
対
象
と
し
た
会
議
等
に
使
用
す
る
場
合
で
、市
町
行
政
に
関
わ
る
会
議
等

と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。 
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五 

そ
の
他
管
理
者
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
。 

（会
館
の
貸
付
け
） 

第
十

一
条 

管
理
者
は
、
会
館
の
一
部
を
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

八
条
の
四
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
係
る
賃
借
料
の
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（立
入
の
制
限
等
） 

第
十
二
条 

管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
会
館

へ
の
立
ち
入
り
を
制
限
し
、

又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

陳
情
等
の
目
的
で
多
数
の
者
が
会
館
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、会
館
の
秩
序
の
維
持

の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

二 

集
団
的
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
組
織
の
利
益
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
。 

三 

そ
の
他
会
館
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

（禁
止
又
は
退
去
命
令
） 

第
十
三
条 

管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
会
館
の
秩
序

の
維
持
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
行
為
を
禁
止
し
、
又
は
会
館
か
ら
の
退
去
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

一 

正
当
な
理
由
が
な
く
、
危
険
物
を
会
館
に
持
込
み
、
又
は
持
込
も
う
と
す
る
者 

 
 
 

二 
 

め
い
て
い
等
に
よ
り
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
、
又
は
会
館
の
施
設
設
備
を
破
損
し
、
若
し
く
は
汚
損

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者 

 
 
 

三 
 

営
利
を
主
た
る
目
的
と
し
て
会
館
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者 

 
 
 

四 

そ
の
他
会
館
の
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
行
為
を
し
、
又
は
し
よ
う
と
す
る
者 

（管
理
の
細
則
） 

第
十
四
条 

条
例
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
館
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
管
理

者
が
別
に
定
め
る
。 

 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
八
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

佐
賀
県
自
治
会
館
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（平
成
十
九
年
佐
賀
県
市
町
総
合
事
務
組
合 

規
則
第
二
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 
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別
表

（第
十

一
条
関
係
） 

 
会
館
賃
借
料 

          

敷
地 建

物 

（許
可
対
象
施
設
を
除
く
） 

種 
別 

駐
車
場

（北
側
） 

駐
車
場

（南
側
） 

一
区
画 

一
区
画 

一
平
方
メ
ー
ト
ル 

面 

積 

等 

単 

位 

一
月 

一
月 

一
月 

期
間 

五
、
五
〇
〇
円 

七
、
七
〇
〇
円 

二
、
八
〇
〇
円 

賃
借
料 


